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第 92 期（2021 年３月期）第２四半期報告書の 

提出期限延長に係る承認申請書提出のお知らせ 

 

 

当社は、2020 年 11 月 16 日付で企業内容等の開示に関する内閣府令第 17 条の 15 の２第１項に規定す

る四半期報告書の提出期限延長に係る承認申請書を関東財務局へ提出することを決定いたしましたので、

下記のとおりお知らせいたします。 

 

 

記 

 

１．対象となる四半期報告書 

第 92 期（2021 年３月期）第２四半期報告書 

（自 2020 年７月１日 至 2020 年９月 30 日） 

 

２．延長前の提出期限 

2020 年 11 月 16 日 

 

３．延長が承認された場合の提出期限 

    2020 年 12 月 16 日 

 

４．提出期限の延長を必要とする理由 

2020 年 10 月５日付「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当

社の在外子会社２社において、棚卸資産の帳簿価額と実際残高との間に多額の差異があることが判明

し、棚卸資産の過大計上の可能性を認識しました。また、上記とは別の在外子会社において、銀行口

座からの不審な送金が判明し、元従業員による横領の可能性を認識しました。当社はこれら在外子会

社における棚卸資産の過大計上及び横領の可能性に関し、特別調査委員会を設置し調査を行っており

ますが、かかる調査の過程で、過年度決算を修正する必要が生じております。今後の調査、調査結果

を踏まえた過年度への影響額の算定、過年度決算の訂正作業、訂正監査に要する一定の時間を考慮す

ると、第 92 期（2021 年３月期）第２四半期報告書を法定期限内に提出することができなくなること

から、同四半期報告書の提出期限延長に係る承認申請書を提出することを決定いたしました。 

 

５．今後の見通し 

  今回の提出期限延長に係る申請が承認された場合は、速やかに開示いたします。 

 

株主及び投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をお掛けいたしますことを深

くお詫び申し上げます。 

以 上 


